
 

 

令和７年度第１１回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨 

 

 

日 時   令和８年２月２７日（金）１４：３９～１５：０６  

場 所   宮崎大学事務局大会議室（事務局棟４階） 

委 員   鮫島学長、片岡理事、藤井理事、賀本理事、明石理事、坂本理事、日野理事 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  久保監事 

列席者   酒井副学長、高木財務部長、佐藤学び・学生支援機構事務部長、德成企画総務部長、 

黒木総務広報課長、守矢人事課長 他 

欠 席   吉成理事 

 

 

１．前回議事要旨の確認 

   学長から、令和７年度第１０回役員会議事要旨（案）【資料１】について確認があり、原案どおり承認

された。 

 

 

２．議題 

（１）４年目終了時評価業務実績報告書、中期目標・中期計画に係る令和７年度計画の実施状況報告及び令和

８年度計画の確認について 

 酒井副学長から、【資料２－１】【資料２－２】により、４年目終了時評価業務実績報告書、中期目 

標・中期計画に係る令和７年度計画の実施状況報告及び令和８年度計画の確認について説明があり、審 

議の結果、原案どおり承認された。 

 

（２）令和８年度予算編成方針（案）について 

明石理事から、【資料３】により、令和８年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結

果、原案どおり承認された。 

 

（３）令和７年度補正予算配分（案）について 

明石理事から、【資料４】により、令和７年度補正予算配分（案）について説明があり、審議の結

果、原案どおり承認された。 

 

（４）看護学専攻博士後期課程の設置について 

片岡理事から、【資料５－１】【資料５－２】により、看護学専攻博士後期課程の設置について説明が

あり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

（５）心理科学専攻修士課程の設置について 

片岡理事から、【資料６－１】【資料６－２】により、心理科学専攻修士課程の設置について説明があ

り、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

（６）「健康科学研究科」への名称変更について 

片岡理事から、【資料７】により、「健康科学研究科」への名称変更について説明があり、審議の結

果、原案どおり承認された。 

 

（７）看護学専攻博士後期課程の設置等に係る関係規則の一部改正について 

坂本理事から、【資料８－１】【資料８－２】により、看護学専攻博士後期課程の設置等に係る関係規

則の一部改正について、設置等の申請にあたり関係規則の改正案を提出する必要があり、この改正案に



 

 

ついては認可された場合に改めて改正手続きを行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され

た。 

 

（８）寄附講座の存続期間の更新及び終了報告について 

片岡理事から、【資料９】により、寄附講座の存続期間の更新及び終了報告について説明があり、審

議の結果、原案どおり承認された。 

 

（９）宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程の一部改正について 

坂本理事から、【資料１０】により、宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程の一部改

正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

 

３．報告事項 

（１）宮崎県産業人財育成プラットフォーム事務局の移管について  

    川端学び・学生支援機構事務次長から、【資料１１】により、宮崎県産業人財育成プラットフォーム

事務局の移管について報告があった。 

 

（２）くすの木保育室の閉室について 

 賀本理事から、【資料１２】により、くすの木保育室の閉室について報告があった。 

 

 

（３）令和７年度教育研究組織等の外部評価の報告について 

    鮫島学長から、【資料１３】により、令和７年度教育研究組織等の外部評価の報告について報告があ

った。 

 

（４）国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し等に関するワーキンググループによる各法人とのヒアリン

グ・意見交換の実施に向けた調書の作成について 

    鮫島学長から、【資料１４】により、国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し等に関するワーキ

ンググループによる各法人とのヒアリング・意見交換の実施に向けた調書の作成についてについて報告

があった。 

 

 

４．次回の役員会について 

    学長から、次回の役員会は３月２６日（木）に開催予定である旨報告があった。 


